
2. (検Ⅱ) 第４９号検体検査管理加算 (Ⅱ)

Ⅱ

3. 療養環境加算 (療) 第７７号
4.
5.

診療録管理体制加算3 (診療録3) 第６５号
医師事務作業補助体制加算2 (事務補助2) 第３９号　２５対１補助体制

7.

データ提出加算1
9.
10.
11.在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 （在医総管）第554号

特掲診療料に関する事項

12.機能強化加算 （機能強化）第506号

看護補助加算Ⅱ (看補) 第２３３号 ５０対１看護補助

②勤務体制 : 2交代 ③勤務計画表 : 1ヶ月型
④夜間時間帯 : １６時３０分～８時３０分 ⑤看護比率 : ７０％以上

　「夕方16:30～翌朝8:30まで看護職員(看護師・准看護師)1人あたりの受持ち数は15人以内です」

　「朝8:30～夕方16:30までは看護職員(看護師・准看護師)1人あたりの受持ち数は10人以内です」

　「朝8:30～夕方16:30までは看護補助職員1人あたりの受持ち数は10人以内です」

⑥1日あたりの勤務員配置数 : 看護職員6人以上、看護補助職員4人以上

入院時食事療養 (Ⅰ)の届出を行っており、管理栄養士によって管理された
入院時食事療養 (Ⅰ) (食) 第５１４号

10.

一般病棟看護必要度評価加算：有

保　険　医　療　機　関

施設基準等の届出事項

Ⅰ 基本診療料に関する事項
1. 一般病棟入院基本料 (一般入院) 第２１９号 地域一般入院料2

（データ提）第53号

8.

※別添1の「第14の2」の1の(3)に規定する在宅療養支援病院 （支援病3）第35号

救急・在宅等支援病床初期加算（地域包括ケア病棟）
看護補助者配置加算（地域包括ケア病棟入院料）

6.

看護職員配置加算（地域包括ケア病棟入院料）

(地包ケア１）第6号 地域包括ケア入院医療管理料Ⅰ
①病床数 : 31床

　「夕方16:30～翌朝8:30まで看護補助職員1人あたりの受持ち数は30人以内です」

2.

(呼Ⅱ) 第５４号
3.

6.
脳血管疾患等リハビリテーション料 (Ⅲ) (脳Ⅲ) 第１１８号

Ⅲ 入院時食事療養費に関する事項

4.

8. 透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 （透析水）第43号

11.
12.

がん治療連携指導料
外来・在宅ベースアップ評価料Ⅰ

（がん指）第454号
（外在べⅠ）第147号

入院ベースアップ評価料32 （入べ32）第2号

ニュー琴海病院　院長丸田直基

Ⅳ 標榜診療科名
内科・循環器内科・泌尿器科・整形外科・外科・眼科・皮膚科・リハビリテーション科

 以上の施設基準に係る届出を行い受理されています。
令和6年11月18日現在

V   当院は、医師及び看護師の業務の負担軽減及び処遇改善について、医療
環境改善委員会で改善計画を策定し、実行に努めてます。

1. ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影 (Ｃ・Ｍ) 第２２５号

7.
人工腎臓
導入期加算１

（人工腎臓）第22号
（導入）第15号

9. 下肢末梢動脈疾患指導加算 （肢梢）第44号

食事を適時（夕食については午後6時以降）、適温で提供しています。

運動器リハビリテーション料 (Ⅰ) (運Ⅰ) 第８３号

5.
呼吸器リハビリテーション料 (Ⅱ)


